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 １．平成２３年度における財政効果額等

 （１）取り組み項目別の財政効果額（普通会計の財政収支見通し算入値に対する効果）

件　数 増収効果額 削減効果額 効果額合計

11 221,317  -              221,317 

10 -              207,596  207,596 

4 -              -              - 

21 -              -              - 

7 -              -              - 

10 -              87,794    87,794 

6 -              -              - 

69 221,317 295,390 516,707

※『（４）簡素で効率的な行政運営』の実施による臨時職員等の賃金などの削減額29,116千円が、
　『（６）定員管理・給与等の適正化と職員の能力向上』の効果額に含まれています。

　平成２３年度 取り組み効果目標額　２１１百万円　→　実績額　約５１７百万円

（目標を約３０６百万円上回る）

 （２）財政健全化目標の進捗状況

 （３）平成２３年度 普通会計決算の概況

　また、経常収支比率については、前年度と比較して４．５％増加して９２．７％、人件費比率につ

いては、１．０%減少して２４．１％となりましたが、依然として高い水準で推移しています。ま

た、実質公債費比率については、０．３％増加して１５．５％となりました。

合　　　　　　　　計

（２）歳出の削減に向けた取り組み

（３）地方公営企業の経営の改革

（４）簡素で効率的な行政運営

（５）行政運営機能の強化

（６）定員管理・給与等の適正化と職員の能力向上

（７）市民協働の推進と市民とともに歩む市政の実現

　スーパー改革プランに基づいた、平成２３年度における財政効果額等については次のとおりです。

(単位：千円）

 項　　目　　区　　分

（１）歳入の確保に向けた取り組み

　本市では、平成２２年度から２６年度の５年間を計画期間とした、「鳴門市スーパー改革プラン」

を策定し、市の全部門の全体最適を考慮しながら、財政健全化や行政経営の効率化、職員と組織の

能力向上などの課題に総力を挙げて取り組み、経営体としての本市の総合力を高めてきました。

(１) 実質収支黒字の維持

実質収支の黒字を維持する。

(２) 次世代負担の軽減

普通会計地方債残高を約2,500百万円削減

（平成21年度末残高 約22,030百万円）
※ 臨時財政対策債を除く

(３) 基金残高の確保（普通会計）

平成26年度末基金残高約1,700百万円以

上

→ 黒字確保（達成）

→ 約1,889百万円削減（進捗率76％）

（23年度末残高 約20,141百万円）

→ 平成23年度末 3,555百万円

（対前年229百万円減）

（23年度末残高目標 3,257百万円）

目 標 進捗状況



 ２．職員数について

 （１）職員数の実績と現況

 （２）職員数の推移

　正規常勤職員数については、平成２３年４月現在、全会計では対前年比４２人減の７１２人、

普通会計ベースでは対前年比３１人減の６１２人となっています。

　また、平成２４年４月現在の正規常勤職員数については、全会計では対前年比４７人減の６６

５人、普通会計ベースでは対前年比４６人減の５６６人となっており、臨時職員、嘱託員及び再

任用職員については、全会計では対前年比９人減の２８８人（臨時職員４人減の２１３人、嘱託

員前年同数の６７人、再任用職員５人減の８人）、普通会計ベースでは６人減の２３９人（臨時

職員１人減の１９５人、嘱託員１人減の４０人、再任用職員４人減の４人）となっています。

986 959 921
869 840 810 800 782 761

718 693 661 643 612
566 529

161
158

153
162

151
147 134 134

123
123

129
121

111
100

99
93

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

大綱時１１年１２年１３年 14年 １５年１６年１７年１８年１９年 20年 ２１年２２年２３年２４年 ２７年

（人）

（年）

普通会計 公営企業等

665

1,147
1,117

1,031
991

957
934

916

622

884

（目標）

行政改革前期実施計画 普通会計△１７６人

全 体△１９０人

（１０年６月）

集中改革プラン

普通会計△１３９人

全 体△１６２人1,074

841 822
782

754

スーパー改革プランにおける

平成2７年の目標職員数

712



３．具体的取り組み項目（平成２３年度実績・平成２４年度計画）

１ 歳入の確保に向けた取り組み

項目№ 成　果　等

（１）市税収入の確保と徴収率の向上

担当 税務課

担当 税務課

担当 税務課

平　成　２４　年　度

　計　画　内　容

　固定資産税未課税家屋の調査を継続するとと
もに、各種税務調査の徹底や電話催告、臨戸訪
問の強化、口座振替加入者増加策の推進、特別
徴収の普及・拡大などの取り組みを進め、徴収
率の更なる向上を目指す。

　県内他市町村や既に導入している他団体の状
況について、随時、調査を行う。

247,115千円の減
（累積滞納額　対平
成21年度比較）

県内他市町村等の状
況を調査

164,157千円の増収
（徴収率増加分の効
果額）

　未課税家屋の調査・課税を推進するなど、課
税客体の的確な把握と適正な賦課に努めた。
　また、各種税務調査の徹底や電話催告、臨戸
訪問の強化、口座振替加入者増加策の推進など
を行うとともに、特に現年の収入未済額の縮減
に取り組んだ。

○徴収率　全体90.7％（前年度1.4％増）
　　　　　現年98.4％（前年度0.04％増）
　　　　　滞繰11.1％（前年度2.9％減）
○口座振替加入率　30.7％（前年度1.6％増）

２　適切な滞納整理・滞納処分の実施

実　績　内　容

３　超過課税適用と法定外税等の導入の
　　研究

③

方策№
取り組み項目名

　滞納者の資産や収入、生活状況などの調査を
徹底し、その担税能力を的確に把握することに
より、早期に収入未済額の回収を図る。
　また、悪質滞納者に対しては、滞納処分の実
施や徳島滞納整理機構を有効に活用することに
より、滞納整理を適切に行う。

　滞納者の所在及び財産の調査の強化を行うと
ともに、担税能力があると判断された場合には
強く納税を求め、それに応じない者については
徳島滞納整理機構への移管通告・移管を行うな
どの対処を行った。

○累積滞納額　790,174千円

　超過課税の適用状況や法定外税等の導入状況
について、調査を行った。

①

②

方策№

１　課税客体の的確な把握と市税徴収率
　　の向上

平　成　２３　年　度
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項目№ 成　果　等

（２）収納率等の向上と受益者負担の適正化

担当 保険課

担当 関係各課

担当 財政課・関係各課

実　績　内　容

平　成　２４　年　度

　計　画　内　容

方策№
取り組み項目名

平　成　２３　年　度

　滞納者に対し、納付を促すための交渉を随時
行い、納付意欲の向上を図るとともに、生活状
況や収入状況の把握に努め、滞納者の状況に即
した対応を行う。
　併せて、文書催告や電話催告、臨戸徴収など
の実施や口座振替の加入を促進することによ
り、収納率の向上を図る。

①
４　国民健康保険料・介護保険料の収納
　　率の向上

　市営住宅使用料や保育料、住宅新築資金等貸
付金について、文書や電話、訪問による催告、
滞納者との面談などを粘り強く行うなど、収納
率向上に向けた取り組みを行った。

○市営住宅使用料収納率
　　　　全体70.5％（前年度1.7％増）
　　　　現年96.2％（前年度0.5％増）
　　　　滞繰18.8％（前年度1.0％減）

 4,842千円の増収
（収納率増加分の効
果額）

　各種使用料等について、滞納発生時には、早
い段階から滞納額通知の発送や面談を行うな
ど、催告をきめ細かに行うとともに、長期や高
額の滞納に対しては、法的な対応も辞さない態
度で滞納整理をすすめていくことにより、収納
率の向上を図る。

② ５　各種使用料等の収納率の向上

　督促状及び催告書による文書催告や電話催
告、窓口での納付勧奨、徴収嘱託員による臨戸
徴収などを継続実施するとともに、休日・夜間
の納付相談会開催日数を増やすなど、収納率向
上に向けた取り組みを行った。

○国民健康保険料
  全体79.1％
 （前年度 1.5％増）
  現年分93.3％
  滞繰分11.8％
○介護保険料
  全体95.5％
 （前年度 0.1％増）
  現年分98.8％
  滞繰分 5.6％

　他団体の状況なども参考に、予算編成過程な
どを通じて検討を行った。

他団体の情報収集・
検討

　引き続き、情報の収集や検討を行い、改定が
適当な場合は、見直し・導入を図る。
　また、市営住宅駐車場にかかる受益者負担の
導入について検討し、方向性を決定する。

③
６　使用料及び手数料等の定期的な見直
　　しと新たな使用料・手数料の導入
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項目№ 成　果　等

（３）多様な財源確保の推進

担当 財政課・秘書広報課・関係各課

担当 財政課・企画課

担当 総務課・関係各課

③ ９　保有財産の有効活用・売却等の推進

　計　画　内　容

　市が保有する遊休財産について、土地の売却
や貸付けを推進し、歳入の確保を図った。

○主な売却地
　旧木津保育所跡地　 24,550千円
　里浦団地跡地　　　 21,115千円
　　　　他８件          12,703千円

売却額58,368千円
貸付額12,766千円

　市が保有する遊休財産について、売却や貸付
けを推進し、歳入の確保を図る。

方策№
取り組み項目名

平　成　２３　年　度 平　成　２４　年　度

実　績　内　容

264千円の増収
　多様な広告媒体を活用した歳入確保に向け、
他団体の先進事例を調査研究の上、関係課と連
携し、検討を進める。

①
７　多様な広告媒体の活用等による収入
　　確保

　平成23年度から、年間５千円以上ふるさと
納税寄附金をいただいた方へ、記念品（鳴門わ
かめ）を送付するとともに、寄附金の一部を活
用した事業化進め、その使途状況を市ホーム
ページで公開した。
　また、ふるさと納税のホームページをリ
ニューアルするとともに、PR用チラシを作成
し、県人会などにおいて、PRを行った。

ふるさと納税寄附金
額
2,920千円

　年間５千円以上ふるさと納税寄附金をいただ
いた方への記念品を本市観光施設のチケットに
変更し、寄附者が本市を訪れる機会を創出する
とともに、県人会などにおいて、ふるさと納税
寄附金のPRを行う。
　また寄附していただいた方に情報提供するこ
とにより、リピーターの確保に努める。

②
８　わかりやすい寄附金制度の周知・拡
　　充

　引き続き、本庁舎1階受付窓口など3カ所
に、行政情報や生活関連広告を放映する液晶モ
ニターを設置することにより、広告料収入を確
保した。
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項目№ 成　果　等

（４）その他

担当 関係各課

担当 関係各課

　滞納の発生から法的処理に至るまでの取扱方
法やスケジュールなどについて、組織的・体系
的に対応する基準など、債権管理を強化するた
めの課題について、関係各課において、調査・
研究を行った。

債権管理の強化に向
けた調査・研究

方策№
取り組み項目名

平　成　２３　年　度 平　成　２４　年　度

実　績　内　容 　計　画　内　容

　債権管理を強化するための課題について、関
係各課において、引き続き、調査・研究を行
う。

① １０　債権管理体制の強化

　市営住宅入居の条件に「市税の滞納がないこ
と」を加え、条例で規定するとともに、「市税
の滞納がないこと」を要件とする制度や事業に
ついて、調査を行った。

市営住宅入居の条件
に「市税の滞納がな
いこと」を規定した
ことにより市税の徴
収に寄与した

　税負担の公平性を確保するため、「市税の滞
納がないこと」を要件とする制度や事業の調
査・抽出を行い、市税滞納者に対する行政サー
ビス利用の制限状況の取りまとめを行うととも
に、新たに要件を行政サービスの洗い出しを行
い、制限の拡大を図る。

②
１１　市税滞納者に対する行政サービス
　　　制限の拡大
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２ 歳出の削減に向けた取り組み

項目№ 成　果　等

（１）光熱水費の削減

担当 総務課・関係各課

（２）他会計繰出金の抑制（特別会計の健全化）

担当 長寿介護課

担当 財政課・関係各課

　休憩時間や業務に支障がない箇所の消灯実施
を徹底するとともに、本庁舎などの共有部分の
照明をLEDに交換するなど、節電に取り組むこ
とにより、電気使用量を平成22年度より402
千kwh削減した。
　また、第3次鳴門市地球温暖化対策実行計画
に基づき、緑のカーテンやクールビズなどに取
り組んだ。

電気使用量
対前年度1.8％削減

　「夏の節電対策推進本部」を設置し、6月～
9月を節電特別強化期間と定め、クールビズの
前倒し実施や休憩時間のパソコンなどのOFFの
徹底、部分消灯、エアコン使用の制限、冷蔵庫
などの原則使用禁止を実施するなど、節電対策
に積極的に取り組む。

① １２　光熱水費の削減

　総合型地域スポーツクラブNICEと連携した
介護予防教室「歩いて通える　ご近所げんき工
房」の拡充や「いきいきなるとボランティアポ
イント事業」の受け入れ事業所の拡大、林崎保
育所に設置した「交流サロン」の本格実施な
ど、介護予防事業の充実を図った。
　また、ケアプランチェックの継続実施など、
介護給付費の適正化を推進した。

「いきいきなるとボ
ランティアポイント
事業」ボランティア
受入事業所を７カ所
追加し、１４カ所で
実施
ケアマネジャーのケ
アマネジメント能力
の向上

　介護予防事業の充実・拡大に向け、「いきい
きなるとボランティアポイント事業」の対象事
業として、地域活動も加えていくともに、男性
参加者や新規参加者が増加するよう、周知活動
などに取り組む。
　また、ケアプランなど適性化事業の、より効
果的な実施方法について検討する。

①
１３　介護予防事業の充実と介護給付の
　　　適正化（介護保険事業特別会計）

　計　画　内　容

平　成　２４　年　度

実　績　内　容

方策№

45,053千円の削減
（普通会計効果額）

　各特別会計における健全化を推進し、繰出金
の抑制を図る。

②
１４　他会計繰出金の抑制（特別会計の
　　　健全化）

取り組み項目名
平　成　２３　年　度

　各特別会計において、経費の削減などの健全
化を実施することにより、一般会計からの繰り
出し金の抑制を図った。
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項目№ 成　果　等

（３）生活保護の適正実施と自立支援の充実

担当 社会福祉課

（４）投資的経費の重点化と縮減

担当 財政課・関係各課

（５）その他の経費の縮減

担当 財政課

平　成　２３　年　度 平　成　２４　年　度

実　績　内　容

　学校施設耐震化事業などについて、国の補助
金などを有効に活用し、事業の前倒しを図ると
ともに、当初予算編成では、普通建設事業につ
いて、前年度当初予算一般財源ベースで１０％
マイナスのシーリングを設けるなど、市の実質
負担額の軽減を図った。

138,000千円の削減
（普通会計の一般財
源ベースの効果額）

　専門相談員による就労相談事業の実施日や実
施時間を拡充し、就労開始に向けての支援を
行った。

○就労相談
　週1回（金曜日） →　週2回（月・金曜日）
　10時～12時　　→　10時～15時

　国の補助金などを有効に活用するとともに、
予算編成過程を通じて、投資的経費の重点化と
縮減に取り組む。

①

１７　補助金、負担金の整理合理化等そ
　　　の他の経費の縮減

①

　計　画　内　容

2世帯が就労開始、う
ち1世帯が保護廃止

　ハローワークと連携し、就労支援ナビゲー
ターによる就労相談を実施するなど、就労相談
事業の拡充を図る。
　また、中学3年生の子どもがいる世帯に対
し、高校進学を勧めるなど、貧困の連鎖の防止
に取り組んでいく。

　当初予算編成では、補助金・その他の経費に
ついて、前年度当初予算一般財源ベースで5％
マイナスのシーリングを設けるなど、経費の縮
減に努めた。

16,152千円の補助
金削減
（普通会計の一般財
源ベースでの対平成
22年度比較）

　予算編成過程を通じて、経費の縮減を図ると
ともに、その意義・目的などを再確認し、成果
が達成されていないものについては、適切に見
直しを行う。
　また、補助金の取り扱いに関する基本的な考
え方を取りまとめ、適切な運用につなげる。

１５　生活保護の適正実施と自立支援の
　　　充実

１６　投資的経費の重点化と縮減

方策№
取り組み項目名

①
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項目№ 成　果　等

（６）公共施設の長寿命化等の推進

担当 土木課

担当 関係各課

（７）給与等の臨時的減額措置

担当 人事課

6,754千円の削減
（普通会計）

②
１９　公共建築物ストックマネジメント
　　　の推進

平　成　２４　年　度

実　績　内　容

　学校施設の耐震化や災害対策本部機能を持っ
た新消防庁舎を整備するとともに、避難所施設
の浸水状況などの整理を行った。

○学校施設の耐震化率
　　　　　　　　60.4％（前年度11.6%増）

5小・中学校校舎の耐
震化完了
新消防庁舎の整備

　安全で良好な教育環境を確保するため、学校
施設の耐震化を計画的に実施していく。
　また、学校施設以外の市有施設について、耐
震化を計画的に推進するため、市有施設耐震化
推進検討会を設置し、基本的な方針の策定を行
う。

　引き続き、主要避難路に架かる板東跨線橋の
耐震工事を行うとともに、大正橋の耐震設計を
行う。
　また、橋梁を長寿命化するための架け替えや
修繕について検討を行い、長寿命化修繕計画の
策定に着手する。（平成25年度まで）

平　成　２３　年　度

　計　画　内　容

　主要避難路に架かる板東跨線橋の耐震工事に
着手した。

○対象地区避難路確保人口率
　　　　　　　　58.0％（前年度同率）

板東跨線橋の工事に
着手

① １８　橋梁の耐震化・長寿命化の推進

方策№
取り組み項目名

　引き続き、市長25％、副市長15％、教育
長・企業局長10％の給与月額・期末手当の減
額措置を実施する。

① ２０　特別職の給与の減額 　引き続き、市長25％、副市長15％、教育
長・企業局長10％の給与月額・期末手当の減
額措置を実施した。
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項目№ 成　果　等

（７）給与等の臨時的減額措置

担当 人事課

　管理職の給与月額について、部長級3％、課
長級2％、副課長級1％の減額措置を実施する
とともに、管理職手当についても、30％の減
額措置を継続実施した。

48,621千円の削減
（普通会計）

　引き続き、管理職の給与月額について、部長
級3％、課長級2％、副課長級1％の減額措置
を実施するとともに、管理職手当についても、
30％の減額措置を実施する。
　また、現在の減額措置について再検討を行
い、平成25年度以降の減額措置を決定する。

②
２１　管理職の給料及び管理職手当の減
　　　額

方策№
取り組み項目名

平　成　２３　年　度 平　成　２４　年　度

実　績　内　容 　計　画　内　容
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３ 地方公営企業の経営の改革

項目№ 成　果　等

（１）競艇事業会計の経営健全化

担当 競艇企画管理課

（２）水道事業会計の経営健全化

担当 水道事業課

（３）運輸事業会計の廃止

担当 運輸事業課

　計　画　内　容

① ２４　運輸事業会計の廃止

　「鳴門市水道事業中期経営計画」に基づき、
経営基盤強化への取り組みを推進するととも
に、「浄水場施設耐震化更新基本計画」により
浄水場更新に必要な用地取得や平草配水池の増
強、基幹管路の耐震化、老朽管の布設替えな
ど、施設整備を計画的に進める。

　「運輸事業整理年次計画」に基づき、平成
24年度末の運輸事業の清算に向け、「市内循
環線」の廃止に伴う事務手続きなど計画的な事
業整理に取り組んだ。

市内循環線の廃止

　乗合バス事業（北泊線・大麻線・引田線）や
貸切バス事業の廃止、旅行業の廃止など、計画
的な事業整理に取り組み、平成24年度末に運
輸事業を清算する。

　「鳴門市水道事業中期経営計画」に基づき、
高金利の企業債から低金利の企業債へ借換を行
うなど、経営基盤強化への取り組みを図った。
　また、「浄水場施設耐震化更新基本計画」の
策定に着手するとともに、平草配水池の増強工
事にかかる用地の取得を行った。

①
２２　ボートレース鳴門経営改革アク
　　　ションプランの策定・推進

　「ボートレース鳴門経営改革アクションプラ
ン」に基づき、電話投票高額購入者向けのキャ
ンペーンや薄暮レースなどを実施するととも
に、外向前売発売所の拡張やボートピア土佐の
運営を私人に委託するなど、経営改革とサービ
スの拡充に取り組んだ。

経営改革による単年
度収支の黒字化達成
純利益368,480千円

方策№

浄水場施設耐震化更
新基本計画の策定に
着手

①
２３　水道事業中期経営計画の見直しと
　　　推進

平　成　２３　年　度 平　成　２４　年　度

実　績　内　容

　「ボートレース鳴門経営改革アクションプラ
ン」に基づき、経営改革に積極的に取り組み、
平成25年度までに、累積赤字の解消と現金
ベースでの黒字額の確保を目指す。

取り組み項目名
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項目№ 成　果　等

（３）運輸事業会計の廃止

担当 交通政策室

平　成　２４　年　度

　計　画　内　容

方策№
取り組み項目名

平　成　２３　年　度

実　績　内　容

② ２５　バス路線の再編について

　平成23年4月より、民間事業者による「鳴
門公園線」の運行を開始するとともに、同路線
の利用実態調査を行うなど、サービス水準の確
保に努めた。
　また、平成23年度末で市営バス「市内循環
線」が廃止され、地域バスに移行されることに
伴い、利用者の利便性向上のため、アンケート
調査を実施し、その結果に基づく路線の一部見
直しを検討した。

民間事業者による
「鳴門公園線」の運
行開始
「市内循環線」にお
ける地域バスでの運
行準備

　平成24年4月より、地域バス「市内循環
線」の運行を開始する。引田線・大麻線・北泊
線を民間事業者などへ円滑に移行できるよう、
地域説明会や地域公共交通会議を開催し、地域
の実情に応じた公共交通体系の構築に取り組
む。
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４ 簡素で効率的な行政運営

項目№ 成　果　等

（１）事務事業の見直し

担当 関係各課

担当 企画課

担当 企画課

平　成　２４　年　度

実　績　内　容 　計　画　内　容

方策№
取り組み項目名

平　成　２３　年　度

　予算編成過程や行政評価、組織機構の見直し
などを通じて、事務事業の見直しを行った。

継続的な事務事業の
見直し

　引き続き、予算編成過程や行政評価、組織機
構の見直しなどを通じて、事務事業の見直しを
図るとともに、事務事業の抜本的な見直しに向
けた手法などについて、調査・検討を行う。

① ２６　事務事業の抜本的な見直し

　総合計画に基づく事務事業を中心に、57の
事務事業を選定し、内部の視点による評価を行
い、各事務事業の方向性を示すとともに、評価
結果を市ホームページなどで公表した。
　また、評価対象事業のうち８事業について
は、外部有識者で構成した外部評価委員会にお
いて、外部の視点による評価を行うなど、行政
評価制度の充実を図った。

57事務事業を評価
外部評価委員会を設
置

　総合計画の平成23年度実施計画に基づく事
務事業のうち、引き続き平成25年度以降も継
続する全事務事業（事業費がゼロの事務事業は
除く）を対象に、内部の視点による評価を行
い、各事務事業の方向性を示し、評価結果を今
後の見直しに反映させる。
　また、評価対象事業のうち８事業について
は、外部有識者や市民の視点による見直しを進
めるため、市民参加による外部評価を行う。

② ２７　行政評価制度の充実

　事業仕分けを、行政評価の外部評価として位
置付けるとともに、市民参加の機会を拡大する
ため、新たに市民判定員制度を導入した。

事業仕分けを行政評
価制度の外部評価と
して位置付け

　平成23年度で取組完了。
③ ２８　市民参加の事業仕分けの実施
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項目№ 成　果　等

（１）事務事業の見直し

担当 総務課・秘書広報課

（２）アウトソーシングの推進等による効率化

担当 財政課・関係各課

担当 財政課・関係各課

　平成23年度で指定管理期間が終了する7施
設及び新たに指定管理者制度を導入する文化会
館について、指定管理者を募集するとともに、
選定委員会委員の過半数を外部有識者とするな
ど、選定における専門性の確保に努めた。
　また、指定管理者制度の適正かつ効果的・効
率的な運用を図るため、「指定管理者制度運用
ガイドライン」などの策定を行った。

指定管理者制度運用
ガイドラインの策定

　平成24年度で指定管理期間が終了する1施
設について、指定管理者を募集・決定するとと
もに、モニタリングの実施など、指定管理者制
度の適正な運用確保に努める。
　また、他の公の施設についても、指定管理者
制度の導入を随時、検討する。

方策№
取り組み項目名

平　成　２３　年　度 平　成　２４　年　度

実　績　内　容 　計　画　内　容

　常務状況の検証やタクシー借り上げによる代
替などの検討を行った結果、平成22年度末で
副市長車専任運転業務を廃止し、平成23年度
より、秘書担当が運転業務を行うこととした。

2,271千円の削減
（嘱託員1名分）

　平成23年度で取組完了。
　（財政効果は継続。）

④ ２９　公用自動車専任運転業務の見直し

　嘱託員により対応していた本庁舎の守衛業務
について、その一部を委託により実施すること
により、経費の削減に努めた。
　また、長期継続契約の更なる推進について、
検討を行った。

1,157千円の削減
（守衛業務の一部委
託による効果額）

　各事務事業の進捗管理や予算編成過程などを
通じて、外部委託の導入の検討や仕様の見直し
を行うとともに、一部の清掃業務について、長
期継続契約を試行導入し、検証する。

①
３０　外部委託の推進と業務委託の見直
　　　し等

②
３１　指定管理者制度の活用と適正な管
　　　理の確保
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項目№ 成　果　等

（２）アウトソーシングの推進等による効率化

担当 文化交流推進課

担当 クリーンセンター廃棄物対策課

担当 クリーンセンター管理課

指定管理者制度導入
の決定

　指定管理者による文化会館の管理運営が円滑
になされるよう、適宜、連絡調整・指導を行
う。

③ ３２　文化会館の管理運営方法の検討

　平成23年4月から、収集ルートを変更し、
ごみ収集車両を12台から10台に減車するとと
もに、収集員を6人減員した。

13,707千円の削減
（ごみ収集車2台減車
による効果額）

　ごみ処理体制の更なる効率化に向け、収集
ルートや収集形態、組織体制などの検討を進め
る。
　また、他団体のごみ収集業務の民間委託の状
況について調査を行うとともに、民間委託の可
能性について検討を行う。

　平成24年度から、新たに指定管理者制度を
導入するにあたり、指定管理者を募集し、選定
委員会において候補者を決定し、議会の議決を
経て、指定管理者を決定した。

○指定管理期間
　　　　平成24年4月～平成27年3月の3年間

平　成　２３　年　度 平　成　２４　年　度

実　績　内　容

④
３３　ごみ処理体制の効率化と民間委託
　　　の検討

　計　画　内　容

方策№
取り組み項目名

　火葬場業務にかかる民間活力の導入につい
て、他団体の状況なども踏まえて、検討を進め
た。

民間活力導入に向け
た調査・検討

　火葬場業務にかかる民間活力の導入につい
て、民間委託や指定管理者制度の導入を行った
場合の財政負担の削減効果について精査すると
ともに、民間への移譲の可能性についても検討
を行う。

⑤ ３４　火葬場の管理運営方法の検討

15



項目№ 成　果　等

（２）アウトソーシングの推進等による効率化

担当 教育総務課

担当 図書館

（３）出先機関・公共施設・外郭団体の見直し

担当 市民課

　計　画　内　容

方策№
取り組み項目名

平　成　２３　年　度 平　成　２４　年　度

実　績　内　容

　平成23年7月より、木・金曜日の開館時間
を1時間ずつ延長し、平日9時～18時30分、
土・日9時～17時30分とした。
　また、図書館や移動図書館の利用者アンケー
トを実施し、貸出期間の見直しなど、市民サー
ビス向上策の検討を行った。

7月から木・金曜日の
開館時間を1時間ずつ
延長

　新着本の貸出期間を2週間とすることによ
り、新着本の貸出回転率を高めるなど、市民
サービス向上に取り組む。
　また、図書館の更なる効率的・効果的な管理
運営方法に向けた検討に着手する。

⑦ ３６　図書館の管理運営方法の検討

　連絡所に配置する職員の雇用条件などを見直
すとともに、配置職員を8人から6人にするこ
とにより、経費の縮減を図った。
　また、市民の連絡所の利用状況について、曜
日や時間帯など様々な角度から検討を行うとと
もに、転入者に対し、連絡所案内チラシの配布
するなど、業務内容の周知に努めた。

11,981千円の削減
（連絡所配置職員を
再任用職員8人から臨
時職員6人に変更した
効果額）

　連絡所の業務内容に、新たに「保険課などで
取り扱っている保険証の再交付に関すること」
などを追加する。
　また、引き続き、市民の連絡所の利用実態調
査を進め、連絡所の開設日時などの検討を行
う。

① ３７　連絡所のあり方について

⑥ ３５　学校給食のあり方について 　市全体の学校給食の実施運営体制について検
討を行うとともに、新学校給食センターの建設
予定候補地を選定した。

新学校給食センター
の建設候補地の選定

　新学校給食センターの基本理念や概要、スケ
ジュールなどを取りまとめた新給食センター推
進事業基本構想を策定し、各中学校区におい
て、保護者や関係者に対する説明会を開催し
て、意見や要望の集約を行うとともに、新学校
給食センター建設に向けた基本設計に着手す
る。
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項目№ 成　果　等

（３）出先機関・公共施設・外郭団体の見直し

担当 農林水産課

担当 関係各課

担当 財政課・商工政策課

　平成23年4月に、外部有識者で構成する
「経営検討委員会」より、財団法人鳴門地域地
場産業振興センターの解散を骨子とする提言が
なされたことにより、財団法人の理事や出えん
団体に提言内容の説明を行うとともに意見集約
を図った。
　その結果を踏まえ、平成24年3月の定例理
事会において、平成24年度末をもって、本財
団法人を解散することを決定した。

財団法人鳴門地域地
場産業振興センター
の解散を理事会にお
いて決定

　平成24年度末の財団法人鳴門地域地場産業
振興センターの解散に向け、地場産業振興業務
などの業務の継承や建物の利活用方法の検討な
どを行う。

④
４０　地場産業振興センターのあり方に
　　　ついて

　公設地方卸売市場の関係事業者で構成する
「公設市場推進協議会」において、活性化策な
どの検討を行い、夜間に競りを行う「夜市」や
市民等に親しまれる「市場まつり」の開催など
を行った。
　また、水産部の存廃について、市場関係者と
協議を行い、検討を進め、水産部の廃止に向け
た合意形成を行った。

公設市場の活性化策
の検討・実施
水産部の廃止に向け
た合意形成

　水産部の廃止に向けた具体的な事務に着手す
るとともに、「公設市場推進協議会」におい
て、活性化策の効果の検証を行いながら、将来
の公設地方卸売市場のあり方について、方針を
決定する。

②
３８　公設地方卸売市場のあり方につい
　　　て

　指定管理者制度を導入している公共施設につ
いては、指定管理者の更新に合わせて、利用状
況や管理状況の検証を行った。
　受益者負担の導入可能性について、体育施設
の管理者より聞き取り調査を行うなど、検討を
行った。

利用状況や管理状況
の検証
受益者負担の導入可
能性についての検討

　指定管理者制度を導入している公共施設につ
いては、随時、利用状況などの報告を求めると
ともに、モニタリングを行い、適正で効率的な
管理運営を推進する。
　また、指定管理者制度を導入していない体育
施設の受益者負担の導入に向けて検討を行う。

③ ３９　公共施設の管理のあり方の検証

方策№
取り組み項目名

平　成　２３　年　度 平　成　２４　年　度

実　績　内　容 　計　画　内　容
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項目№ 成　果　等

（４）組織・機構の簡素合理化

担当 人事課・関係各課

（５）その他

担当 情報化推進室・人事課・関係各課

担当 まちづくり課

①
４２　情報化を活用した業務効率化の推
　　　進

「第4次なるとe-プ
ラン」の策定
住民税や福祉医療の
分野における情報化
を活用した効率化

　「第4次なるとe-プラン」を推進するととも
に、平成24年7月の住民基本台帳法の一部改
正に伴い、住民記録システムをダウンサイジン
グし、現在、汎用機で稼働している税など残り
16業務システムについてもダウンサイジング
の準備を進め、事務改善や費用対効果を考慮し
ながら、情報システムの全体最適化を図る。

　市営住宅ストック総合活用計画に基づき、各
住宅の改善事業を計画的に実施するとともに、
用途廃止を行うことしている市営住宅について
は、適宜、廃止を行った。

里浦団地跡地を売却

　市営住宅ストック総合活用計画に基づき、市
営住宅を適切に管理するとともに、本計画の計
画期間が平成25年度に終了するため、平成24
年度より市営住宅の需要調査などを行い、現状
に即した計画の策定に向けて取り組む。

② ４３　市営住宅のあり方について

　平成24年度から平成28年度を計画期間とす
る「第4次なるとe-プラン」を策定した。
　また、住民税課税支援システムを導入し、各
申告相談会場において、申告書の作成が可能と
なり、申告事務の迅速性・確実性を向上させ
た。
　福祉医療システムに母子医療システムを追加
することで、受給者証発行の際に、手処理で
行っていた住民票・税情報の事務処理を円滑に
行えるようになった。

　東日本大震災を踏まえ、今後発生が予想され
る大規模災害に備え、危機管理体制の強化を行
うとともに、商工観光分野の充実を図ること
で、効率的な組織機構を構築した。

7部1企業局40課体
制

　職員数の削減や地方分権の進展などに対応で
きるよう、簡素で効率的な組織・機構を構築す
るとともに、市民に分かりやすい組織づくりに
取り組む。

① ４１　簡素で機能的な組織・機構づくり

方策№
取り組み項目名

平　成　２３　年　度 平　成　２４　年　度

実　績　内　容 　計　画　内　容
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項目№ 成　果　等

（５）その他

担当 子どもいきいき課

担当 学校教育課

担当 学校教育課

４５　鳴門の学校づくり計画の推進につ
　　　いて

　鳴門市立鳴門工業高等学校と徳島県立鳴門第
一高等学校を統合し、平成24年4月からの鳴
門渦潮高等学校の開校に向け、両校生徒の交流
を推進するとともに、第一教室棟の補強・改修
や第二グランドの整備などを実施し、両校の円
滑な再編統合に向けて取り組んだ。
　また、関連例規や施設の整理などを行い、統
合の準備を進めた。

市立鳴門工業高等学
校の閉校

　平成23年度で取組完了。
⑤

４６　市立鳴門工業高等学校の再編につ
　　　いて

④

　「鳴門市板東幼小・川崎幼小統合準備協議
会」で、板東幼稚園・小学校と川崎幼稚園・小
学校の円滑な統合に向けて協議を重ねた。
　また、新たに複式学級となった北灘中学校の
再編について、今後の北灘中学校のあり方につ
いて保護者や地域の方々との話し合いを行っ
た。

板東幼稚園・小学校
と川崎幼稚園・小学
校が統合

　小規模化が進んでいる北灘中学校と瀬戸中学
校の再編について、両校の保護者や地域の方々
との話し合いをし、再編に向けた取り組みを進
めていく。
　また、現在、複式学級があり、再編が急がれ
る北灘地区の幼稚園・小学校と瀬戸地区の幼稚
園・小学校の再編についても、引き続き、保護
者や地域の方々との話し合いを行っていく。

　「子ども・子育て新システム」など、国の施
策の動向を注視しながら、「公私立保育所のあ
り方検討会」を適宜、開催し、少子化の中での
保育所運営の手法や保育の質の向上、保育所の
あり方などについて検討を行った。

公私立保育所のあり
方検討会の適宜開催

　国の施策動向を注視しながら、「公私立保育
所のあり方検討会」を適宜、開催し、保育所運
営の手法や保育の質の向上、保育所のあり方な
どについて検討を進める。
　また、本市の地域の特色や特性を踏まえ、将
来の保育所及び幼稚園のあり方について検討す
るため、庁内に「鳴門市子ども・子育て新シス
テム等研究会」を設置する。

③ ４４　保育所のあり方について

方策№
取り組み項目名

平　成　２３　年　度 平　成　２４　年　度

実　績　内　容 　計　画　内　容
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５ 行政運営機能の強化

項目№ 成　果　等

（１）施策・業務遂行能力の向上

担当 企画課

担当 秘書広報課

（２）公正の確保と透明性の向上

担当 総務課

　計　画　内　容

平　成　２４　年　度方策№
取り組み項目名

平　成　２３　年　度

実　績　内　容

① ４７　新総合計画の策定と推進

　部長会議において、各部局における課題など
を討議し、全庁的な共通認識を深めるととも
に、副部長級の職員も含めた拡大部長会を開催
するなど、マネジメント機能の強化に努めた。

部長会議の機能強化
を推進

　引き続き、部長会議の運営方法などについ
て、適宜、改善や見直しを行う。
　また、平成24年度における各部長の目標を
明確化し、全庁的に共有するとともに、部長自
らが進捗管理を行うことにより、マネジメント
機能の強化を図る「部長マニフェスト」を試行
実施する。

② ４８　マネジメント機能の強化

　まちづくり出前市長室や産業版出前市長室、
パブリックコメント手続きなど、様々な市民参
画の機会を得ながら、庁内の検討組織である
「総合計画策定委員会」や、学識経験者及び公
募市民などで構成した「総合計画審議会」など
において、検討・意見集約を行い、「第六次鳴
門市総合計画」を策定した。

第六次鳴門市総合計
画の策定

　「第六次鳴門市総合計画」を広く周知するた
め、各地区で説明会を行うとともに、まちづく
り出前講座や広報なると、テレビ広報などの機
会を通じて、情報発信を行う。
　また、実施計画の策定や行政評価制度を通じ
て、各事務事業の進捗管理を行い、計画を推進
する。

　情報公開については６６件、個人情報につい
ては２４件の開示請求を行い、異議申立２件及
び開示請求権の拡大などについて「鳴門市情報
公開・個人情報保護審査会」へ諮問し、答申を
得た。
　また、文書の適正な管理や事務処理上の法令
遵守を推進するため、「文書事務の手引き」に
基づく職員研修を、全職員を対象に行った。

利用しやすい情報公
開制度への見直し
適正な文書法令事務
についての職員研修

　「鳴門市情報公開・個人情報保護審査会」か
らの答申に基づき、より利用しやすい情報公開
制度となるよう、制度の見直しを図る。
　また、各課において条例案などを作成する際
の留意点などを取りまとめた「条例等の制定改
廃に関する基本的事項」を作成し、文書法令事
務の機能強化を図る。

①
４９　情報公開制度の充実と適正な文書
　　　法令事務の推進
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項目№ 成　果　等

（２）公正の確保と透明性の向上

担当 財政課

担当 契約検査室

（３）広域行政の推進・地方分権への対応

担当 企画課・関係各課

方策№
取り組み項目名

平　成　２３　年　度 平　成　２４　年　度

実　績　内　容 　計　画　内　容

　引き続き、予算編成過程の適時公開に努め
た。
　また、そのほかの財政情報についても、他団
体の事例を参考としながら、検討を行った。

予算編成過程の適時
公開

　毎年、5月と11月に告示している財政状況
公表書について、市民の方に分かりやすく、簡
潔な内容となるよう、見直すとともに、市ホー
ムページに掲載する。

② ５０　わかりやすい財政情報の提供

　一定額を超える物品の購入や業務委託などへ
の応募型指名競争入札を本格実施するととも
に、建設工事などにおいて、従来型の指名競争
入札のほか、制限付一般競争入札を試行的に導
入した。

物品等応募型指名競
争入札の本格実施
制限付一般競争入札
の試行導入

　電子入札や物品等応募型指名競争入札を継続
して実施する。
　また、建設工事などにおける制限付一般競争
入札については、なお、実施状況の検証に努め
る。

② ５１　入札制度の改善

　本市及び板野郡5町の広域における地域包括
ケア連絡会を開催し、権利擁護ネットワークの
構築や広域でのケアマネジャーの支援につい
て、取り組み状況などの意見交換や権利擁護に
関する困難事例の検討会を開催した。
　また、近隣市町村の広域連携の状況につい
て、調査を行った。

本市及び板野郡5町の
地域包括支援セン
ターの広域連携につ
いて検討
近隣市町村の調査

　全国的な先進事例を調査・研究するととも
に、本市における広域連携の現状や可能性につ
いて調査を行う。

① ５２　広域行政や共同処理の調査・研究
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項目№ 成　果　等

（３）広域行政の推進・地方分権への対応

担当 消防総務課

方策№
取り組み項目名

平　成　２３　年　度 平　成　２４　年　度

実　績　内　容 　計　画　内　容

　本市消防本部と隣接する板野東部消防組合及
び板野西部消防組合との間で、「県北部地域の
消防の在り方検討会」を定期的に開催し、消防
無線のデジタル化を中心に、議論を行った。

県北部地域の消防の
在り方検討会の定期
的な開催

　「県北部地域の消防の在り方検討会」を定期
的に開催し、協力体制を維持していくととも
に、国や県、県内各消防の状況を注視しなが
ら、消防運営体制のあり方について、研究を進
める。

② ５３　消防運営体制のあり方の検討
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６ 定員管理と給与等の適正化と職員の能力向上

項目№ 成　果　等

（１）定員管理の適正化と人材の確保

担当 人事課

担当 人事課

担当 人事課

方策№
取り組み項目名

平　成　２３　年　度 平　成　２４　年　度

実　績　内　容 　計　画　内　容

　採用計画に基づく適切な採用人数を決定し、
臨時職員や嘱託員、再任用職員などを活用しな
がら、計画的な職員数の削減を図った。

○職員数
　　　　全体　　　712人（前年度42人減）
　　うち普通会計　612人（前年度31人減）
　　うち公営企業　100人（前年度11人減）

114,700千円の削減
（職員数削減分の普
通会計効果額）

　退職者の職種を踏まえ、職種ごとの職員数を
的確に把握し、退職者の一部不補充や業務の委
託、指定管理者制度の導入拡大、臨時職員や嘱
託員、再任用職員などの様々な任用形態を活用
することにより、職員数の適正化を図る。

① ５４　職員数の削減

　正規職員数の削減を図る中、業務運営を適切
に維持していくため、必要最小限の臨時職員や
嘱託員、再任用職員を配置した。

○臨時・嘱託・再任用職員（普通会計）
　　　臨 時 職 員　196人（前年度19人増）
　　　嘱　託　員　  41人（前年度14人増）
　　　再任用職員　    8人（前年度19人減）

14,505千円の増
（臨時職員等増加分
の普通会計での対平
成22年度比較）

　正規職員数の削減を図る中、業務運営を適切
に維持していくため、必要最小限の臨時職員や
嘱託員、再任用職員を配置する。

②
５５　臨時・嘱託・再任用職員等の活用
　　　と総数の抑制

　職員の新規採用にあたり、民間企業などにお
ける多様な職務経験を通して、コスト意識や経
営感覚、豊かな感性、柔軟な発想力などを培っ
た優秀な人材を採用するため、行政職につい
て、新たに民間企業経験者枠を設けた。

採用試験制度の見直
し

　多様な人材を確保するため、随時、採用試験
制度の見直しを検討していくとともに、突発的
な事務の発生に対応し、人材を有効活用できる
仕組みづくりについての検討を進める。

③
５６　人員配置の弾力化と採用試験制度
　　　の見直し
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項目№ 成　果　等

（２）給与制度等の適正化

担当 人事課

担当 人事課

担当 人事課

方策№
取り組み項目名

平　成　２３　年　度 平　成　２４　年　度

実　績　内　容 　計　画　内　容

　支給対象や支給基準などを見直し、特殊勤務
手当を25種から17種に削減するとともに、支
給金額の見直しを行った。

特殊勤務手当の廃止
など

　見直し内容に沿って、特殊勤務手当の廃止な
どを実施する。
　また、引き続き、支給対象や支給基準などの
見直しを検討する。

① ５７　特殊勤務手当の見直し

　勤務実績を給与に反映する制度の導入に向け
て、人事考課制度の透明性や信頼性を確保する
ため、人事考課結果の開示を試行的に実施し
た。

人事考課結果の試行
的な開示

　引き続き、人事考課結果の精度向上に努め、
人事考課結果の試行的な開示を継続するととも
に、勤務実績の勤勉手当への反映などについ
て、検討を進める。

② ５８　勤務実態の給与への反映

　毎週水・金曜日のノー残業デーにおいて、庁
内放送を活用して早期の退庁を呼び掛けるな
ど、時間外勤務の縮減に向けた取り組みを行っ
たが、台風が頻発したことによる災害対応など
により、時間外勤務の縮減には至らなかった。

12,785千円の増
（普通会計での対平
成22年度比較）

　職員の健康を確保するとともに、仕事と生活
の調和を促すため、勤務時間の割り振り変更の
活用やノー残業デーの徹底を図る。
　時間外勤務の現状や実態を把握し、分析を行
い、改善策を検討する。

③ ５９　時間外勤務の縮減
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項目№ 成　果　等

（２）給与制度等の適正化

担当 人事課・関係各課

担当 人事課・関係各課

（３）人事制度の改善と職員能力の向上

担当 人事課

方策№
取り組み項目名

平　成　２３　年　度 平　成　２４　年　度

実　績　内　容 　計　画　内　容

　各行政委員会委員の業務内容や業務量などの
実態を把握し、報酬額についての検討を行い、
教育委員会委員や選挙管理委員会委員、公平委
員会委員、監査委員の報酬の減額改定を行っ
た。

各行政委員会委員報
酬の減額改定

　各行政委員報酬について、平成24年度より
減額を行うとともに、報酬の日額化などを含め
た適正化に向け、引き続き、業務実態の把握や
他団体の状況を調査するなど、検討を行う。

④
６０　行政委員報酬の日額化と報酬額等
　　　の適正化について

　市議会議員の報酬額及び市長や副市長の給料
額について、特別職報酬等審議会に諮問し、そ
の答申内容に基づき、減額の見直しを行った。

特別職報酬等の減額
　平成24年4月より、特別職報酬等の減額を
行うとともに、退職手当等について、他団体の
状況を調査するなど、検討を行う。

⑤ ６１　特別職報酬等の見直し

　人事考課制度の充実に向け、新任係長などを
対象に人事考課者研修を実施するとともに、職
員の人材育成に活用できるよう、人事考課結果
の開示を試行的に実施した。
　また、女性職員の管理職への登用について、
引き続き、女性職員個人の能力や適性などを適
切に判断し、積極的な登用に努めた。

○女性職員の管理職数　41人（前年度3人
増）

人事考課結果の試行
的な開示
女性職員の管理職へ
の登用

　人事考課結果の試行的な開示を行うととも
に、考課結果の分析などを行い、人事考課表の
見直しについて検討する。
　また、人事異動に際し、女性職員の職域拡大
や管理職への積極的な登用に努める。

① ６２　人を育てる人事制度の推進
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項目№ 成　果　等

（３）人事制度の改善と職員能力の向上

担当 人事課

方策№
取り組み項目名

平　成　２３　年　度 平　成　２４　年　度

実　績　内　容 　計　画　内　容

　「鳴門市人材育成基本方針（第2次）」に基
づき、研修計画を策定し、自治大学校や市町村
アカデミー、県自治研修センターなどの専門機
関へ職員を派遣するとともに、新たに職員力向
上研修として、政策法務研修や簿記研修、防災
研修などの研修を実施した。

研修を計画的に実施

　市民満足度の高い行政サービスを提供できる
職員を育成するため、年度ごとに研修計画を策
定し、人材育成を図るとともに、地方分権時代
に即した「鳴門市人材育成基本方針（第3
次）」の策定を行う。

②
６３　専門性を備えた職員の養成と基礎
　　　的な職務能力の向上
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７ 市民協働の推進と市民とともに歩む市政の実現

項目№ 成　果　等

（１）市民協働の推進と新しい公共の創出

担当 市民協働推進課

担当 市民協働推進課・関係各課

担当 市民協働推進課・関係各課

方策№
取り組み項目名

平　成　２３　年　度 平　成　２４　年　度

実　績　内　容

６６　協働の担い手の育成・支援

　計　画　内　容

　「鳴門市自治基本条例」の制定を受け、住民
説明会や全職員を対象とした職員研修会を開催
するとともに、パンフレットの作成や広報なる
とでの連載などにより、条例の周知に努めた。
　また、庁内に「市民協働推進本部」を設置
し、市民との協働に取り組むための行政の方針
を定めた「市民との協働のまちづくり行政行動
指針」を策定し、職場内研修を実施するなど市
民協働の推進に向けた環境づくりを行った。

鳴門市自治基本条例
の施行
市民との協働のまち
づくり行政行動指針
の策定

　広報なるとでの連載や子ども達にもわかりや
すいパンフレットの作成などにより、鳴門市自
治基本条例の周知に努める。
　また、「市民協働推進本部」の開催や職場内
研修による指針の徹底などにより、市民協働の
推進に向けた環境づくりに取り組むとともに、
市民向けの各種まちづくり講演会も開催するな
ど、市民協働に対する市民の意識醸成・啓発も
図る。

①
６４　自治基本条例の制定と協働のあり
　　　方のルールづくり

　地区自治振興会やボランティア団体、ＮＰＯ
法人等の活動予定の周知に協力するなどコミュ
ニケーションを密にし、協働事業の推進を図っ
た。
　また、自主防災会や不法投棄監視パトロール
隊の設立支援や、観光ボランティアガイドや文
化ボランティア団体の育成・支援、公園や街路
樹などの管理のボランティア委託などを推進し
た。

「鳴門のまつり」の
開催
自主防災会9組織の設
立
不法投棄監視パト
ロール隊1地区の結成
観光ボランティアガ
イド4人の育成など

　地区自治振興会や自主防災会、不法投棄監視
パトロール隊などとの協働の取り組みや、公園
ボランティア委託制度、観光ボランティアや文
化ボランティア団体をはじめとする、様々なボ
ランティア活動を啓発・支援し、市民等との協
働事業を推進する。

②
６５　市民との協働事業やボランティア
　　　活動の推進

　各種団体と連携して「市民活動交流研修会」
を「うずしお福祉フェスティバル」と同時開催
し、団体間の交流の活性化やNPO法人・ボラ
ンティア団体と市民とのマッチングを図った。
　市民活動支援センターにおいて、NPO法人
設立やボランティアに取り組もうとする市民へ
の相談や情報提供など支援を行った。
　また、コミュニティビジネス創業セミナーや
講演会を開催した。

○NPO法人・ボランティア団体数
　　　　　114団体（前年度8団体増）

コミュニティビジネ
スの起業1件

　地域のコミュニティ活動が活性化するよう、
地区自治振興会との連携を強化するとともに、
ＮＰＯ法人やボランティア団体の活動の充実や
参加する市民を増やすため、市民活動支援セン
ター及びボランティアセンター（社協）の周知
に努める。
　また、コミュニティビジネス講演会を開催す
るとともに、なるとビジネスサポーターの支援
分野にコミュニティビジネスを追加するなど、
支援体制を確立する。

③
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項目№ 成　果　等

（２）市民とともに歩む市政の実現

担当 秘書広報課

担当 総務課・人権推進課・関係各課

担当 人権推進課・関係各課

　計　画　内　容

　各種審議会等の設置及び運営に関するルール
の策定に向けて、調査・検討を行った。
　また、審議会等委員の改選時などにおける女
性委員の積極的な登用に努めた。

○審議会等における女性委員の登用率
　　　　　25.1％（前年度0.3％増）

各種審議会等の設置
及び運営に関する
ルールづくりに向け
た検討

　各種審議会等の設置及び運営に関するルール
の策定に向け、「附属機関等のあり方検討会」
を設置し、検討を行う。
　また、審議会等の女性委員登用率について、
鳴門パートナーシッププランに掲げた40％を
達成できるよう、女性委員の積極的な登用に努
める。

② ６８　各種審議会等の活性化

方策№
取り組み項目名

平　成　２３　年　度 平　成　２４　年　度

実　績　内　容

　新たに家庭児童相談員を配置し、女性子ども
支援センター『ぱぁとなー』として相談業務な
どを行うことにより、DV被害者に加え、その
子どもへの支援体制を整えた。
　また、男女共同参画都市を宣言し、記念式典
を行い、男女共同参画社会の実現に向け、気運
の醸成に努めた。

児童相談機能を付加
した女性子ども支援
センターの設置
男女共同参画都市を
宣言

　女性子ども支援センター『ぱぁとなー』にお
いて、DV被害者などへの支援を行うととも
に、男女共同参画社会づくりの基本事項を定め
た「男女共同参画推進条例（仮称）」の策定に
向け、「男女共同参画推進条例策定審議会」を
設置し、検討を行う。

③ ６９　男女共同参画の推進

　広報なるとで市政の特集などを紹介するとと
もに、ユニバーサルデザインフォントやカラー
ユニバーサルデザインに配慮するなど、読みや
すい紙面づくりを行った。
　テレビ広報で市の重要施策の説明などを市長
自ら紹介するとともに、地上デジタル放送への
完全移行に合わせて、データ放送を利用した行
政情報を発信を行った。
　市民提案制度については、市との協働事業の
提案や中高生からの提案を募集し、事業化に取
り組んだ。

県広報協会主催の広
報コンクール・映像
部門文字フォントや
文字色に配慮した広
報紙面づくり
市民提案事業のうち
3件を事業化

　広報なるとにおいて、レイアウトや文字の大
きさなどを工夫し、読みやすい紙面づくりを行
うとともに、テレビ広報では、動画の特性を生
かした分かりやすい番組を制作し、放送する。
　また、ホームページの作成においては、新た
に「ウェブサイトモニター」を公募し、市民の
意見を反映したホームページの改善を行う。
　市民提案制度については、引き続き、市との
協働事業の提案や中高生からの提案を募集し、
事業化に取り組む。

①
６７　広報・広聴活動の充実と市民提案
　　　制度の拡充
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